
(7) 時間外勤務手当 　　　　　　　　　　 ( 平成 21 年度中 )

区　　分 市 役 所 水 道 部 市民病院

支給総額 108,597,554 円 13,422,106 円 120,533,970 円

支給対象職員１人

当たり平均支給年額
113,953 円 253,247 円 247,503 円

(8) その他の手当　　　　　       （平成22年4月1日現在）

区　分 内　　　　　容　

退　

職　

手　

当

自己都合 勧奨・定年

　勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分

　勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分

　勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分

　最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

　その他加算措置　勧奨退職者（２～ 20％加算）

扶　

養　

手　

当

１．配偶者　月額 13,000 円

２．配偶者以外の扶養親族　１人につき月額 6,500 円

　（配偶者がいない場合は、そのうち１人について 11,000 円）

　＊扶養親族である子のうち、満 15 歳に達する日以後の 

      最初の 4 月 1 日から満 22 歳に達する日以後の最初の

      3 月 31 日までの間にある子、１人につき 5,000 円加算

通　

勤　

手　

当

１．交通機関などの利用者

　　運賃等相当額（55,000 円限度）

　　・自動車の場合

　　　　使用距離により、2,000 円～ 27,200 円

　　＊勤務先に駐車場がなく、有料で駐車場　　　　

　　　を借りている場合、1,500 円加算。

　　《使用距離区分および駐車場加算が国の制度と異なる》

住　

居　

手　

当

１．借家・借間に居住している職員

　ア）家賃月額 12,000 円～ 23,000 円の場合、　　　

         家賃－ 12,000 円

　イ）家賃月額 23,000 円超の場合

　　  （家賃－23,000円）/2＋11,000円（27,000円限度）

地域手当

支給対象勤務地域 東京都特別区 仙台市

支給率 18% 6%

(9) 給与費の状況（普通会計決算）　　　　（平成 21 年度中）

職員数Ａ 給　与　費 1 人当たり給与費

1,063 人

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ Ｂ / Ａ
千円 千円 千円 千円 千円

4,083,799 496,706 1,553,747 6,134,252 5,771

注 ) 職員手当には退職手当を含みません。

注 ) 給与費は決算に計上された額です。

注 ) 職員数は平成 21 年 4 月 1 日現在の人数です。

　3 勤務時間・勤務条件の状況

(1) 勤務時間

基本的な
一日の

勤務時間

開　始 休憩時間 終　了

8:30 12:00 ～ 13:00 17:15

(2) 年次有給休暇の取得状況　　　　　　　( 平成 21 年中 )

注 ) 年間 20 日付与、20 日を限度に翌年に繰越可能

区　　　分　 市役所 水道部 市民病院

職員 1 人当たり平均取得日数 10.2 日 15.7 日 5.0 日

（3) その他の休暇制度の概要（市役所・水道部・市民病院共通）

区　　　分 概　　　要 給料

病気休暇 公務外の傷病・・・90 日以内　など 有給

特別休暇

公民権行使・社会貢献活動・結婚・忌

引・妊産婦母体保護・子の看護・産前

産後・通信教育スクーリング・国等主

催の運動競技会・夏季休暇　など

有給

介護休暇
配偶者、子、父母等の介護のための休暇

・・・２週間以上６カ月まで
無給

組合休暇
職員団体の業務に従事する場合

・・・１年につき 30 日以内
無給

(4) 育児休業の取得状況　　　( 平成 21 年度中　単位：人 )

区  　 分
市役所・水道部 市民病院

男 女 計 男 女 計

育児休業者数 0 25 25 0 44 44

部分休業者数 0 0 0 0 0 0

計 0 25 25 0 44 44

注 ) 取得期間中は無給となります。

4 分限および懲戒処分の状況

( 平成 21 年度中　単位：人 )

区 　　  分 市役所・水道部 市民病院 計

分限処分者
心身の故障により
休職処分としたもの

15 4 19

懲戒処分者
非行等により
懲戒処分としたもの

0 0 0

5 服務の状況

(1) 営利企業等従事許可状況　( 平成 21 年度中　単位：件 )

区　　　分
許　可　件　数

市役所・水道部 市民病院 計

自ら営利を目的とする
私企業を営む場合

1 0 1

報酬を得て事業もしくは
事務に従事する場合

16 328 344

6 研修および勤務成績の評定の状況

(1) 研修の状況　　　　　　　( 平成 21 年度中　単位：人 )

区　　　分 研修数 受講者数

市役所・水道部 全部門 41 1,108

市民病院

医局部門 243 322

看護部門 90 214

医療技術部門 129 175

事務部門 62 93

市民病院計 524 804

(2) 勤務成績の評定　　　（市役所・水道部・市民病院共通）

区 　　  分 回　　数 評定時期

昇給判定 年 1 回 12 月

勤勉手当査定 年 2 回 5 月、11 月

7 福利厚生の状況

(1) 健康診断の状況　　　　　　　（平成 21 年度中　単位：人）

区 　　  分 市役所 水道部 市民病院 計

定期健康診断 671 44 944 1,659

人間ドック 473 17 54 544

胃がん検診 107 3 70 180

婦人科検診 354 13 256 623

ＶＤＴ検査 0 0 0 0

8 特別職の給料、報酬

( 平成 22 年 4 月 1 日現在）

区　分 給料・報酬月額 期末手当（６月） 期末手当（12 月） 期末手当計

市　長 給料 979,000 円

1.45 月分 1.65 月分 3.1 月分

副市長 〃 785,000 円

教育長 〃 644,000 円

病院事業管理者 〃 628,000 円

常勤監査委員 〃 518,000 円

議　長 報酬 529,000 円

1.4 月分 1.6 月分 3.0 月分副議長 〃 458,000 円

議　員 〃 428,000 円

●公平委員会からの報告事項
　　１．勤務条件に関する措置の要求　　　０件

　  ２．不利益処分に関する不服申立て　　０件
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② 市役所

区　　　　分 全　職　種

職員全体に占める手当支給職員の割合 1.7%

支給対象職員１人当たり平均支給年額 25,933 円

手当種類 内　容　等 支給額 備　考

防疫業務手当 感染症等発生時に防疫業務に従事したとき 1 日 700 円

社会福祉業務手当 社会福祉課の現業職員 月額 3,000 円 月 10 日以上外勤

不快業務手当
行旅死亡人取扱業務に従事したとき 一体 2,000 円

行旅病人取扱業務に従事したとき 1 件 1,000 円

特別勤務手当

大崎市以外の市町村において災害復旧等に

従事する職員で市長が必要と認めるもの
1 日 3,970 円

大型特殊車両を運転して業務に従事したとき 1 日 300 円

バスまたはマイクロバスを運転して業務に従事したとき 1 日 200 円

③ 水道部

区            分 全 職 種

職員全体に占める手当支給職員の割合 86.2%

支給対象職員１人当たり平均支給年額 48,806 円

手当種類 内　容　等 支 給 額 備考

停水処分手当 停水処分に従事したとき 1 件 300 円

待機手当
突発的な事故に対処するため

待機を命令された職員

1,300 円 平日夜間

　　2,600 円 休日 1 日

技術管理手当 技術管理をする職員 月額 2,000 円

(6) 管理職手当の状況　　　　　（平成 22 年 4 月 1 日現在）

区　　　分 支 給 額

市
役
所
・
水
道
部

部長職 53,000 円

参事職 39,800 円

課長職 37,300 円

副参事職 18,600 円

市　
　

民　
　

病　
　

院

院長、局長 117,100 円

副院長、救命救急センター長、分院長 82,600 円

診療部長（本院）、部長（臨床研修管理部、医

療安全管理部、中央病床・感染管理部、学術

臨床研究部、地域医療部、緊急診療部、救急

診療部、化学療法管理部）、救命救急副センター長

71,500 円

所長 66,000 円

副診療部長、副部長（臨床研修管理部、医療

安全管理部、中央病床・感染管理部、学術臨

床研究部、地域医療部、緊急診療部、救急診

療部、化学療法管理部）、副分院長

64,200 円

診療部長（分院） 61,600 円

科長、センター長 57,200 円

部長（病院経営管理局、病院建設整備局） 53,000 円

総看護部長 51,900 円

部長（薬剤部、放射線技術部、臨床検査技
術部、栄養管理部、リハビリテーション部）

49,800 円

本院看護部長 45,600 円

薬剤長（本院）、技師長（本院） 40,600 円

参事 39,800 円

副看護部長、医療安全管理室長 39,400 円

副科長 38,200 円

課長、室長 37,300 円

分院看護部長、看護科長 31,500 円

副薬剤長、副技師長、薬剤長（分院）、技師長（分院） 31,400 円

看護師長 21,400 円

副参事 18,600 円


